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口

座

振

替

の

対

象

金

融

機

関

を

追

加

　

平
成
27
年
度
か
ら
、
市
税
な
ど
の
口

座
振
替
が
で
き
る
金
融
機
関
に
、
新
た

に
つ
ぎ
の
3
銀
行
が
加
わ
り
ま
し
た
。

【
追
加
金
融
機
関
】

・
三
井
住
友
銀
行
本
・
支
店

・
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
本
・
支
店

・
み
ず
ほ
銀
行
本
・
支
店

【
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
】

　

口
座
振
替
の
申
請
方
法
に
は
、
従
来

の
金
融
機
関
窓
口
で
の
申
込
み
に
加
え
、

市
役
所
窓
口
で
ペ
イ
ジ
ー
口
座
振
替
受

付
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
申
込
み
も
で

き
ま
す
。
な
お
、
追
加
金
融
機
関
の
受

付
け
は
5
月
か
ら
に
な
り
ま
す
。

申
請
受
付　

市
役
所
・
ウ
ェ
ル
ス
幸
手

の
開
庁
日
午
前
8
時
30
分
～
午
後

5
時
15
分

申
請
場
所

　

市
役
所
／
納
税
課
・
保
険
年
金
課　

　

ウ
ェ
ル
ス
幸
手
／
介
護
福
祉
課

※
こ
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
申
請
は
、
金

融
機
関
窓
口
で
は
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
に
必
要
な
も
の　

キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド（
要
暗
証
番
号
、
個
人
の
普

通
預
金
・
通
常
貯
金
口
座
の
み
）、　

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

問
合
せ　

納
税
課　

内
線
1
5
2
・


（
43
）1
1
2
5

新
し
い
民
生
委
員
の
紹
介

　

4
月
1
日
付
け
で
、
つ
ぎ
の
人
が
民

生
委
員
・
児
童
委
員
と
な
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す（
敬
称
略
）。

阿
部　

尚
武
☎（
43
）3
7
3
9

担
当
区
域　

中
3
丁
目
3
～
7
・
13
～

17
番

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）8

	
4
	3	

5
・
（
43
）5
6
0
0

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の

ご

寄

附

の

お

礼

　

市
内
外
の
多
く
の
人
か
ら
い
た
だ

き
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
ご
寄
附
を
い
た
だ
い
た
人

に
、
感
謝
の
き
も
ち
を
込
め
て【
特
選　

幸
手
の
こ
し
ひ
か
り
特
別
栽
培
米（
新

米
）】を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
平

成
27
年
は
、
白
米
15
㎏
ま
た
は
玄
米
17

㎏
か
ら
選
択
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
引

き
続
き
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
27
年
2
月
寄
附
者
数　
　
　

28
人

平
成
26
年
度
寄
附
者
数　

4
5
3
6
人

平
成
26
年
度
寄
附
金
額

4
6
0
6
万
9
2
0
0
円

※
寄
附
金
の
受
付
状
況
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

税
額
控
除
以
外
全
般
は
財
政

課　

内
線
2
5
3
・
（
43
）3
7
8
3	

寄
附
金
に
対
す
る
税
額
控
除
関
係

は
税
務
課　

内
線
1
3
2
・
（
43
）

1
1
2
5

行
政
書
士
無
料
相
談
会

と
き　

4
月
21
日（
火
）
午
後
1
時
30

分
～
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
2
階
第
2

会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金

銭
貸
借
な
ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、

農
地
転
用
、
開
発
許
可
、
交
通
事

故
示
談
、
外
国
人
に
関
す
る
手
続

き
、
申
請
代
理
業
務
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部

支
部
☎
0
4
8（
7
3
7
）5
6
1
5

休
日
・
夜
間
納
税
相
談

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

4
月
26
日（
日
）午
前
8
時
30
分
～

午
後
5
時

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

4
月
10
日（
金
）午
後
5
時
15
分
～

9
時

と
こ
ろ　

納
税
課

最

終

日

曜

日

市

役

所

開

庁

　

各
種
証
明
書
の
交
付
や
納
税
相
談
な

ど
を
行
う
た
め
、
毎
月
最
終
日
曜
日
午

前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
、
市
役
所
の

一
部
を
開
庁
し
ま
す
。
4
月
は
26
日

（
日
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

税
務
課
、
納
税
課

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
担
当
課
へ

上
下
水
道
料
金
納
入
の
た
め

夜

間

窓

口

開

庁

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
8
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
2

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
4
月
は

28
日（
火
）・
30
日（
木
）で
す
。
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）0
0
5   

　

0
・
（
48
）0
1
2
0

前
回
の
手
続
き
に
失
敗
し
た
の
か
と
思

い
、
再
度
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
支
払
い

を
行
っ
た
も
の
の
、
パ
ソ
コ
ン
は
何
ら

改
善
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
解
約
し

た
い
も
の
の
、
解
約
方
法
が
書
か
れ
て

い
な
い
。
ど
う
し
た
ら
良
い
か
？

　

パ
ソ
コ
ン
の
画
面
に
使
用
中
の
パ
ソ

コ
ン
の
危
険
な
ど
を
知
ら
せ
る「
警
告

表
示
」が
突
然
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

パソコンに突然出た警告表示は有料ソフトの広告かも？
【
事
例
】

 

「
あ
な
た
の
お
使
い
の
パ

ソ
コ
ン
を
点
検
し
た
結

果
、
1
0
0
0
件
の
ウ
イ

ル
ス
が
見
つ
か
っ
た
。
す

ぐ
に
対
応
し
な
い
と
も
っ

と
増
え
る
。
駆
除
す
る
に

は
、
今
す
ぐ
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
」
と
、
パ
ソ
コ
ン
の
画

面
に
突
然
表
示
さ
れ
た
。

　

警
告
画
面
か
ら
対
策
ソ

フ
ト
の
よ
う
な
も
の
を
購

入
し
、
代
金
3
0
0
0
円

を
支
払
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
3
日
後
に
ま
た
同
じ

警
告
画
面
が
出
た
の
で
、

す
が
、
本
当
の
危

険
を
知
ら
せ
る
も

の
で
あ
る
と
は
限

り
ま
せ
ん
。
消
費

者
の
不
安
を
あ
お

り
、
有
料
ソ
フ
ト

購
入
手
続
き
に
誘
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■
2
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
1
8
9
件（
急
病
1
0
1
件
、
交
通
事
故
15
件
、
そ
の
ほ
か
73
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
0
件

　
火
災
と
救
急
は
1
1
9
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）9
1
1
9（
幸
手
消
防
署
）〕

図
書
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

平
成
27
年
度
か
ら
、
図
書
館
お
よ
び

香
日
向
分
館
は
、
新
た
に
指
定
管
理
者

制
度
を
導
入
し
、
図
書
館
流
通
セ
ン

タ
ー
に
よ
り
管
理
運
営
を
行
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
う
開
館
時
間
の
変
更
な
ど

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
開
館
時
間
の
変
更

本
館
／
午
前
9
時
～
午
後
7
時

香
日
向
分
館
／
午
前
9
時
～
午
後
5
時

休
館
日　

月
曜
日（
祝
日
の
場
合
は
開

館
）、
特
別
整
理
期
間
、
年
末
年
始

▼
香
日
向
分
館
カ
フ
ェ
コ
ー
ナ
ー

　

で
き
た
て
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
を
飲
み
な

が
ら
、
く
つ
ろ
い
で
い
た
だ
け
る
ス

ペ
ー
ス
を
新
た
に
用
意
し
ま
し
た
。
ぜ

ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

図
書
館
☎（
42
）0
1
6
9
・

（
44
）0
5
3
6

　

香
日
向
分
館
☎（
42
）8
8
7
7

難

聴

児

補

聴

器

購

入

費

助

成

事

業

　

市
で
は
、
4
月
か
ら
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
市
内
居

住
の
軽
度
・
中
等
度
難
聴
児（
18
歳
未

満
）
を
対
象
に
補
聴
器
購
入
費
の
一
部

を
助
成
す
る
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

※
世
帯
の
市
民
税
額
な
ど
に
よ
り
、
対

象
外
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申

請
方
法
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）8

	
4
	3	

5
・
（
43
）5
6
0
0

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
支
給
額
の
改
定

　

4
月
か
ら
、
支
給
額
が
改
定
さ
れ
ま

し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
課
☎（
42
）8
	4	

5
4
・
（
42
）2
1
3
0

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業

　

市
で
は
、
4
月
か
ら
、
生
活
上
の
困

難
に
直
面
し
て
い
る
市
内
在
住
の
人（
生

活
保
護
受
給
者
を
除
く
）を
対
象
に
、
地

域
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
が
行
え
る

よ
う
、
1
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た

自
立
相
談
支
援
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。

支
援
内
容　

本
人
が
抱
え
る
課
題
を
把

握
し
作
成
し
た
支
援
計
画
に
基
づ

き
、
生
活
の
安
定
や
就
労
促
進
な

ど
の
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
離
職
に
よ
り
住
宅
を

失
っ
た
人（
失
う
お
そ
れ
が
高
い
人

を
含
む
）
で
、
所
得
な
ど
が
一
定
水

準
以
下
の
人
を
対
象
に
、
有
期
で

住
居
確
保
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

相
談
受
付　

月
曜
～
金
曜
日
午
前
8
時

30
分
～
午
後
5
時
15
分（
土
曜
・
日

曜
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

相
談
場
所　

社
会
福
祉
協
議
会（
ウ
ェ

ル
ス
幸
手
内
）

問
合
せ　

社
会
福
祉
協
議
会
☎（
43
）3

2
7
7
・
（
40
）1
4
6
0

遺

言

の

日

記

念

相

続

問

題

相

談

会

　

埼
玉
弁
護
士
会
が
開
催
す
る
こ
の
相

談
会
で
は
、
弁
護
士
が
無
料
で
遺
言
や

相
続
に
関
す
る
法
律
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き　

4
月
18
日（
土
）午
後
1
時
～
4

時（
受
付
け
は
3
時
30
分
ま
で
）

と
こ
ろ　

埼
玉
弁
護
士
会
法
律
相
談
セ

ン
タ
ー
（
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂

4
‐
2
‐
1
浦
和
高
砂
パ
ー
ク
ハ

ウ
ス
1
階
）

料
金　

無
料（
事
前
申
込
み
不
要
）

問
合
せ　

埼
玉
弁
護
士
会
法
律
相
談
セ

ン
タ
ー
☎
0
4
8（
7
1
0
）
5
	6	

6
6

合

併

処

理

浄

化

槽

設
置
費
の
一
部
を
補
助

　

単
独
処
理
浄
化
槽
や
く
み
取
り
便
槽

か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
転
換
す
る
場

合
、
設
置
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
象　

単
独
処
理
浄
化
槽
や
く
み
取
り

便
槽
か
ら
合
併
処
理
浄
化
槽（
5
人

槽
）へ
転
換
す
る
人

※
平
成
27
年
度
補
助
対
象
は
5
人
槽
へ

の
転
換
に
限
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
建
築
確
認
を
必
要
と
す
る
新
築
、
増

築
、
改
築
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

地
域　

公
共
下
水
道
の
計
画
区
域
お
よ

び
農
業
集
落
排
水
事
業
の
採
択
地

区
を
除
く
市
内
全
域

補
助
額　

23
万
7
0
0
0
円

※
単
独
処
理
浄
化
槽
や
く
み
取
り
便
槽

を
処
分（
撤
去
、
最
終
処
理
な
ど
）す

る
場
合
は
6
万
円
を
加
算
し
た
額

申
請
方
法　

工
事
着
手
前
に
、
申
請
書

（
環
境
課
で
配
付
）を
提
出

※
補
助
件
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

※
そ
の
ほ
か
の
条
件
に
よ
り
補
助
の
対

象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）0
3
3
1
・

（
48
）2
2
2
6

不
動
産
無
料
相
談
室

と
き　

5
月
12
日（
火
）
午
後
1
時
～

4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
1
階
第
5

会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り

ご
と
、
分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
建
築
指
導
課（
内
線
5
7
2
・
5
	7	

4
）で
も
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

（
社
）埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引

　

業
協
会
埼
葛
支
部
☎（
31
）1
1
5
7

支給月額
改定前 改定後

児童扶養手当
（児童 1人）

41,020円
～9,680円

42,000円
～9,910円

特別児童扶養手当
（1級） 49,900円 51,100円

特別児童扶養手当
（2 級） 33,230円 34,030円

導
す
る「
広
告
」の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

①
突
然
警
告
が
出
て
も
、
信
頼
で
き
る

も
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
場
合

は
、
ク
リ
ッ
ク
し
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

②
ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
な
ど
を
購
入

す
る
と
き
は
、
複
数
の
製
品
を
比

較
検
討
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
問
い

合
わ
せ
先
が
外
国
の
場
合
、
日
本

語
で
問
い
合
わ
せ
が
で
き
る
窓
口

の
有
無
も
判
断
材
料
の
1
つ
で
す
。

③
購
入
に
あ
た
っ
て
は
、
料
金
や
契
約

の
有
効
期
間
、
更
新
の
有
無
な
ど

を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

④
警
告
表
示
が
出
る
の
は
、
消
費
者
が

パ
ソ
コ
ン
の
Ｏ
Ｓ（
基
本
ソ
フ
ト
）

な
ど
を
最
新
で
な
い
状
態
の
ま
ま

使
用
し
て
い
る
こ
と
も
原
因
の
1

つ
で
す
。
Ｏ
Ｓ
な
ど
の
自
動
更
新

機
能
を
活
用
し
、
常
に
最
新
の
状

態
に
保
ち
ま
し
ょ
う
。

⑤
困
っ
た
と
き
は
、
す
ぐ
に
最
寄
り
の

消
費
生
活
相
談
窓
口
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
市
民

協
働
課
内
）内
線
1
9
2
・
（
44
）0	

2
5
7（
毎
週
月
曜
・
水
曜
・
木
曜
・

金
曜
日
午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
1	

時
～
3
時
30
分
）

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
春
日
部
☎
0
	4	

8（
7
3
4
）0
9
9
9
・

0
4
8

（
7
3
9
）1
1
5
2


